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【別紙１】奈良市立鶴舞こども園移管に係る諸条件 

 

法人は、移管後の幼保連携型認定こども園の運営にあたっては、関係法令等を遵守し適正

に運営を図るとともに、奈良市（以下、「本市」という。）ほか関係機関の指示・指導内容

に加え、かつ次の移管条件を遵守しなければならない。 

 

 

 

 ・ 移管後の運営にあたっては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成１８年法律第７７号（以下、「認定こども園法」という。））

第３４条の規定に基づき、本市と協定を締結したうえで、公私連携法人の指定を受ける

こと。 

 ・ 認定こども園法、幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関す

る基準及び条例を遵守した教育・保育を行うこと。 

 ・ 園名称に「公私連携」である旨及び「鶴舞」の地名を入れること。 

  （例）「公私連携幼保連携型認定こども園○○法人○○鶴舞こども園」等 

 

 

 

 

（１）移管後の利用定員について 

 ・ 移管後の学級数及び利用定員については、本市が示す移管後の想定利用定員を下回ら  

  ないよう設定すること。 

 ・ １号認定子どもの募集に関して、利用定員を上回る応募があることにより選考を行う 

ときは、特別な事情がある場合を除き、登美ヶ丘中学校区の子どもを優先的に入園させ 

ること。 

 

【本市が示す移管後の想定利用定員】 

 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

1 号    25 人 30 人 30 人 85 人 

2・3 号 9 人 12 人 15 人 18 人 18 人 18 人 90 人 

合計 9 人 12 人 15 人 43 人 48 人 48 人 175 人 

学級数    2 学級 2 学級 2 学級 6 学級 

 

（２）定員の特例措置について 

 ・ 施設整備の提案により、移管する平成３２年４月以降も継続して施設整備を行うこと 

１．公私連携幼保連携型認定こども園の設置に関すること  

 

２．移管後の学級数及び定員に関すること 
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が見込まれる場合、定員の特例措置として、施設整備が完了するまでは、以下に示す利 

用定員で運営することとし、施設整備完了次第、速やかに（１）に示す利用定員の受入 

を行うこと。 

 

 【特例措置における移管時の利用定員】 

 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

1 号 23 人 23 人 23 人 69 人 

2 号 5 人 5 人 5 人 15 人 

合計 28 人 28 人 28 人 84 人 

学級数 1 学級 1 学級 1 学級 3 学級 

 

 

 

 

（１）教育・保育計画について 

・ 認定こども園における教育・保育内容については、「幼保連携型認定こども園教

育・保育要領」及び「奈良市立こども園カリキュラム」に基づき、教育・保育に関

する全体的な計画を作成し、実施すること。 

・ 奈良市立鶴舞こども園から継続して在園する園児については、在園途中に運営、

職員が変わる影響を考慮し、その影響が最小限となるよう、奈良市立鶴舞こども園

の教育課程、指導計画との継続性に配慮したものとすること。 

・ 園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して身近な環境に主体的に関わ

り、環境との関わり方や意味に気付き、これらを取り込もうとして、試行錯誤した

り、考えたりするようになる幼児期の教育における見方・考え方を生かし、その活

動が豊かに展開されるよう環境を整え、園児と共によりよい教育及び保育の環境を

創造するよう努めること。 

・ 保護者をはじめ、地域の期待に応える魅力ある園運営に努めるとともに、鶴舞こ

ども園が実践してきた地域との取組を継承し、地域の理解を得て、更に発展させる

よう努めること。 

 

（２）特別支援教育について 

  ・ 障がい児等特別な支援を要する園児を受け入れ、集団の中で生活することを通して 

全体的な発達を促していくことに配慮した教育・保育を実施すること。また、障がい 

児等の児童数、障がいの程度に応じて、職員を加配すること。 

  ・ 移管前に鶴舞こども園を利用していた障がい児等特別な支援を要する園児について 

は、移管後も引き続き円滑に利用できるよう対応すること。 

３．園運営・事業内容に関すること 
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（３）職員の配置等について 

  ・ 施設長は、認可保育所・幼稚園・認定こども園のいずれかにおいて 3年以上施設長 

または幹部職員としての経験を有するものを専任で配置すること。 

  ・ 常勤職員については、雇用条件が安定し、質の高い職員を確保し、経験・年齢のバ 

ランスがとれた職員配置とすること。 

  ・ 専任の看護士を常勤で配置すること。 

  ・ 園児の安定・継続した教育・保育の引継ぎ及び運営を行うため、奈良市立鶴舞こど

も園に勤務していた臨時職員及びパート職員が移管後も引き続き就労を希望する場合

は、その採用について配慮すること。 

 

（４）行事について 

  ・ 鶴舞こども園で実施していた年間行事については引き続いて実施することを基本と 

しながら、新たな行事を取り入れる場合等、行事内容については、三者協議会で協議 

すること。年間行事については、別添の「鶴舞こども園について」を参照すること。 

  ・ 保護者の宗教活動の多様性に配慮し、宗教的な行事・行為は原則行わないこと。た 

だし、クリスマス会など一般的な行事まで規制するものではなく、実施にあたっては 

保護者の理解を得たうえで実施すること。 

 

（５）子育て相談及び地域の子育て支援について 

  ・ 地域の子育て家庭に対する子育て支援として、児童福祉法第６条の３第６項に規定

する地域子育て支援拠点事業を実施したうえで、子育て相談や親子の集いの場等を提

供すること。現在の鶴舞こども園の子育て支援事業については、別添の「鶴舞こども

園について」を参照すること。 

 

（６）保育時間について 

  ・ 移管後の開園日は、日曜日、祝日を除く月曜日から土曜日までとし、基本開園時間

は、１１時間（午前７時３０分から午後６時３０分）とすること。また、延長保育時

間（１～２時間）を必ず設けること。なお、教育・保育の共通時間は、現在の鶴舞こ

ども園を基本（午前９時から午後２時）とすること。 

 

（７）小学校との連携等について 

・ 鶴舞こども園（幼稚園）がこれまで実施してきた小学校との連携を継続すること。 

連携の内容についての詳細は、別添の「鶴舞こども園について」を参照すること。 

・ 鶴舞こども園（幼稚園）がこれまで培った地域との交流を継続すること。交流の 

内容についての詳細は、別添の「鶴舞こども園について」を参照すること。 
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（８）苦情処理の仕組みについて 

  ・ 移管後の園の運営について、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置

し、苦情解決処理の仕組みを整備すること。 

 

 

 

 

・ 奈良市立こども園カリキュラムへの理解を深め、それに基づいた教育・保育を引き継

ぐことに加え、更なる教育・保育の質の向上のため、鶴舞こども園職員がこれまで参加

していたように、本市が主催する研修会に原則参加するとともに、内部職員研修を定期

的に開催すること。 

 

 

 

 

・ 制服や物品などについて、原則として移管前から使用されている服や物品を使用する 

こととし、二重の負担とならないように配慮すること。 

・ 保育料については、各市町村が条例で定める利用者負担額とすること。 

・ 児童のケガ等に備えるため、損害賠償保険に加入するとともに、保護者に対し独立行

政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度への加入を継続すること。 

・ 保育料、傷害保険料（独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制

度に係る実費負担を含む）以外の上乗せ徴収・実費徴収等の費用徴収については、三者

協議会にて保護者の理解を得ること。なお、延長保育料・給食費については、現在の市

立園の水準を基準に設定すること。（現在の鶴舞こども園の一時預かり料金（幼稚園型）：

３００円／回、給食費：３，７４０円／月（１号認定）、６００円／月（２号認定の主

食費） 

 

 

 

 

・ 給食については、次に定める事項を遵守するとともに、１号認定子どもに対しても給

食を提供すること。 

① 給食の提供は自園調理方式で行い、給食を通じて、児童の健やかな食生活を培い、

食育の推進を実施すること。 

② 安全な食材を確保し、栄養士が作成する献立に基づき、主食を含み、麺類、おかず、

おやつについて、季節感のあるものを適時・適温にて提供すること。 

③ 国のガイドライン等に基づき、健康状態やアレルギー食等への特別な配慮を行い、

４．職員の研修に関すること 

５．保護者負担に関すること 

６．給食に関すること 
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アレルギー対応については除去食及び代替食を提供すること。 

④ 食事の提供に当たっては、県内で生産された農林水産物（以下この項において「県

内産農林水産物」という。）及び県内産農林水産物を原料として加工された食品を積極

的に使用するよう努めること。 

 

 

 

 

（１）保護者説明会への出席 

 ・ 本市からの要請があれば、本市が開催する保護者説明会に、法人代表等責任をもって 

対応できる者を出席させること。 

 

（２）引継について（別紙６参照） 

・ 教育・保育内容の引継ぎについては、１年かけて行うものとし、その実施にあたって

は奈良市と連携し行うこと。 

・ 移管先法人決定後に締結する「奈良市立鶴舞こども園移管前の運営等に関する覚書（案） 

 （別紙５参照）」の内容及び移管先法人決定後に奈良市が策定する引継計画に基づき実

施すること。 

・ 平成３２年１月から３月までの３か月は、法人の職員が鶴舞こども園にて、奈良市の

職員と保育を合同で行う「共同保育」を実施することとし、法人は職員の派遣について

協力すること。 

・ 平成３２年の民間移管後についても２、３か月を目途に、奈良市の職員が移管後の園

に常駐して「共同保育」を実施し、その後も奈良市の職員が必要に応じ移管後の園へ訪

問する「巡回保育」を実施することとし、法人はこのことについて協力すること。 

・ 引継ぎに必要な人員を法人において確保すること。 

 

（３）三者協議会について（別紙７参照） 

・ 保護者会との連携・協力関係を築き、園児への保育環境の変化に配慮しながら、新し

いこども園をともに築き上げていくことを目的として、保護者代表、奈良市及び法人で

構成する三者協議会を設置し、引継期間中を含め、保護者の声を真摯に受け止め対応す

ること。 

・ 三者協議会は、いずれか一者の申し出があれば開催できることとし、教育・保育内容

の継続性等については、三者協議会で確認し合うとともに、問題点の改善を行うなど本

市の指導に従うこと。 

 

（４）法人が運営する施設等の見学 

 ・ 移管法人に決定後、保護者から法人を運営する施設等見学希望があれば応じること。 

７．移管準備に関すること 
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（５）移管に向けて法人が行う手続き等 

 ・ 移管（認定こども園の設置）にあたっては、法人において、公私連携法人としての指 

定申請および公私連携幼保連携型認定こども園の設置の届出、建築確認等必要な手続き 

を行い、所要の許認可等を得ること。なお、これらに関する費用は、法人が負担するこ 

と。 

 

 

 

 

・ 原則として、平成３１年度内に定員増員及び３号認定子どもを受け入れるための施設

及び設備等を整備すること。また、整備を行う場合にあたっては、現行のこども園運営

への影響が最小限となるよう、留意すること。 

・ 施設整備の具体的な工期、工事の進め方や安全対策等については、三者協議会におい

て十分な説明を行うこと。また、平成３２年度も継続して施設整備を行うことが見込ま

れる場合も十分な説明を行い、理解を得ること。 

・ 施設整備に必要な土地については、契約を締結し貸与する予定であるが、貸与を受け

た土地については原則、認定こども園の目的以外に使用しないこと。 

・ 建築基準法等の関係法令、通知などを遵守すること。 

・ 施設整備にあたっては、近隣住民等への事前説明、調整、紛争等の解決に誠意を持っ

て対応すること。 

 

 

 

 

・ 奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

第１６条に規定する教育・保育の質に関する評価については、鶴舞こども園がこれまで

実施してきた学校評議員制度に基づく評価方法を引き継いだうえで行うことを原則とす

る。 

 ※ 移管後については、評議員に本市職員も参加し、移管園が園児との信頼関係を十分

に築き、園児と共によりよい教育及び保育の環境を創造することに努められているか

等、諸条件に示す内容について遵守できているか評価を行うこととする。 

・ 評価結果やその改善状況については、園のホームページ等に公表すること。 

 

 

 

 

８．施設整備に関すること 

９．教育・保育の質の評価に関すること 
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（１）PTA組織について 

 ・ これまで、鶴舞こども園において組織され、活動されてきた鶴舞こども園育友会を継 

  続して組織するとともに、引き続き奈良市ＰＴＡ連合会へ加入すること。 

 

（２）移管後の取組みについて 

   移管後には次の取組みを行うこと。 

  ① 本市職員による訪問への協力 

  ② 三者協議会の開催 

  ③ 保護者アンケートの実施への協力（１年目） 

  ④ 本市が行う移管後の検証への協力 

 

 

 

（１）特色ある機能の付加について 

 ・ 奈良市立鶴舞こども園については、奈良市の民間移管の取組のモデル園として、鶴舞

地区のコミュニティの強化を図り、更に地域に根付いたこども園をめざしています。そ

のため、保護者及び地域と連携しながら築き上げてきた奈良市立鶴舞こども園の教育・

保育の継承を基本としつつ、法人による特色ある機能について、創意工夫のある提案を

可能とします。 

   なお、特色ある機能については、三者協議会にて協議のうえ、実施するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．移管後の取組への協力等に関すること 

１１．その他 
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【別紙２】奈良市立鶴舞こども園の民間移管に伴う 

公私連携幼保連携型認定こども園設置に係る協定骨子（案） 

 

奈良市（以下、「本市」という。）と□□法人○○（以下、「移管先法人」という。）は、

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（以下、「認定こ

ども園法」という）第３４条に基づき、設置する公私連携幼保連携型認定こども園（以下、

「当該認定こども園」という）について、法に定めるもののほか必要な事項について協定を

締結します。 

 

[ 総則 ] 

● 移管先法人は当該認定こども園の運営にあたっては、関係法令等を遵守し適正に運営を

図るとともに、本市ほか関係機関の指示・指導内容を遵守し、かつ本協定に基づき運営を

行うこと。 

・ 園の運営にあたっては、国籍、信条、社会的身分、障がい等を理由に不当な取扱いを

しないこと。 

・ 移管先法人は、奈良市の教育・保育をよく理解し、本市が実施していた教育・保育内

容等を考慮しながら、運営するこども園の子どもの健やかな成長に向け、更に発展させ 

るよう努めること。 

・ 認定こども園法、幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関す

る基準及び条例を遵守した運営及び教育・保育を行うこと。 

・ 園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して身近な環境に主体的に関わり、

環境との関わり方や意味に気付き、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考

えたりするようになる幼児期の教育における見方・考え方を生かし、その活動が豊か

に展開されるよう環境を整え、園児と共によりよい教育及び保育の環境を創造するよ

う努めること。 

・ 保護者をはじめ、地域の期待に応える魅力ある運営に努めるとともに、鶴舞こども園

が実践してきた地域との取組を継承し、地域の理解を得て、更に発展させるよう努める

こと。 

 

 

[ 名称及び所在地 ] 

● 本協定に基づき設置する当該認定こども園の名称及び所在地は次のとおりとする。 

 ・ 名称：〇〇〇 

    ※「公私連携」である旨及び「鶴舞」の地名を用いること。 

 ・ 所在地：奈良市鶴舞東町２－１ 
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[ 教育・保育等に関する基本的事項 ] 

● 教育・保育計画の作成について 

・ 認定こども園における教育・保育内容については、「幼保連携型認定こども園教育・

保育要領」及び「奈良市立こども園カリキュラム」に基づき、教育・保育に関する全体

的な計画を作成し、実施すること。 

 

● 特別支援教育について 

 ・ 特別支援教育のための園内支援体制を整備し、障がい児等特別な支援を要する園児を 

受け入れ、個別の指導計画や教育支援計画を作成し、特別支援教育を実施すること。 

 

● 職員の配置について 

 ・ 施設長は、認可保育所・幼稚園・認定こども園のいずれかにおいて３年以上施設長ま

たは幹部職員としての経験を有するものを専任で配置すること。 

 ・ 常勤職員については、雇用条件が安定し、質の高い職員を確保し、経験・年齢のバ 

ランスがとれた職員配置とすること。 

 ・ 障がい児等特別な支援を要する園児数、程度に応じて職員を加配すること。 

・ 専任の看護師を常勤で配置すること。 

  

● 開園時間等について 

・ 開園時間は、日曜日、祝日を除く月曜日から土曜日までの午前７時３０分から午後６

時３０分までとし、延長保育時間は〇時～〇時までとすること。なお、教育・保育の共

通時間は、少なくとも午前９時から午後２時までとすること。 

 

● 給食及び食育について 

・ 給食については、次に定める事項を遵守するとともに、１号認定子どもに対しても給

食を提供すること。 

① 給食の提供は自園調理方式で行い、給食を通じて、児童の健やかな食生活を培い、

食育の推進を実施すること。 

② 安全な食材を確保し、栄養士が作成する献立に基づき、主食を含み、麺類、おかず、

おやつについて、季節感のあるものを適時・適温にて提供すること。 

③ 国のガイドライン等に基づき、健康状態やアレルギー食等への特別な配慮を行い、

アレルギー対応については除去食及び代替食を提供すること。 

④ 食事の提供に当たっては、県内で生産された農林水産物（以下この項において「県

内産農林水産物」という。）及び県内産農林水産物を原料として加工された食品を積極

的に使用するよう努めること。 
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● 子育て支援事業について 

・ 地域の子育て家庭に対する子育て支援として、児童福祉法第６条の３第６項に規定す

る地域子育て支援拠点事業を実施したうえで、子育て相談や親子の集いの場等を提供す

ること。 

 

● 行事について 

 ・ 鶴舞こども園で実施していた年間行事については引き続いて実施することを基本と 

する。 

 

● 小学校との連携について- 

・ 鶴舞こども園がこれまで実施してきた鶴舞小学校との連携については、鶴舞小学校の   

 協力を得て、更に発展させるよう積極的に取り組むこと。 

 

● 地域との連携について 

・ 鶴舞こども園がこれまで培った地域との交流については、地域の理解を得て、更に 

発展させるよう積極的に取り組むこと。 

 

● 職員の研修について 

 ・ 奈良市立こども園カリキュラムへの理解を深め、それに基づいた教育・保育を引き継

ぐことに加え、更なる教育・保育の質の向上のため、鶴舞こども園職員がこれまで参加

していたように、本市が主催する研修会に原則参加するとともに、内部職員研修を定期

的に開催すること。 

 

● 苦情処理の仕組みについて 

  ・ 移管後の園の運営について、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置

し、苦情解決処理の仕組みを整備すること。 

 

 

[ 設備の貸付、譲渡その他協力に関する基本的事項 ] 

● 当該認定こども園に必要な設備の貸付け等については次のとおりとする。 

・ 鶴舞こども園の土地は、事業用定期借地権設定契約を交わすことにより、無償貸与と 

する。 

・ 鶴舞こども園の建物は、建物譲渡契約を交わすことにより、無償譲渡とする。 

・ 鶴舞こども園で使用している物品で本市が提示するもののうち、法人が希望するもの

について無償譲渡とする。 

・ 貸与・譲渡を受けた土地・建物等については原則、認定こども園の目的以外に使用し

ないこと。 
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[ 協定の有効期間 ] 

● 協定の有効期間については次のとおりとする。 

・ 当初の協定の有効期間については、２０年とする。なお、期間満了後については、移

管先法人が適切な運営が行われていると奈良市が認める場合、その後の協定期間につい

ては協議したうえで、更新する。 

 

 

[ 協定に違反した場合の措置 ] 

● 協定に違反した等の場合の措置については、次のとおりとする。 

・ 本市は、当該認定こども園の運営を適切にさせるため必要があると認めるときは、認

定こども園法第３４条第７項の規定に基づき、移管先法人に対して必要と認める事項の

報告及び立ち入り検査を行うことができる。 

・ 本市は、移管先法人が正当な理由なく本協定に従って教育及び保育等を行っていない 

と認めるときは、認定こども園法第３４条第１０項の規定により勧告を行う。 

・ 前項の規定により勧告を受けた移管先法人が、当該勧告に従わないときは、認定こど 

も園法第３４条第１１項の規定により指定を取り消す。 

・ 移管先法人は、前項の規定による指定の取り消しの処分を受けたときは、当該処分に 

係る公私連携幼保連携型認定こども園について、認定こども園法第１７条第１項の規定 

による廃止の認可を申請しなければならない。 

・ 移管先法人は、前項の規定による廃止の認可の申請をしたときは、当該申請の日前一

月以内に教育及び保育等を受けていた者であって、当該廃止の日以後においても引き続

き当該教育及び保育等に相当する教育及び保育等の提供を希望する者に対し、必要な教

育及び保育等が継続的に提供されるよう、他の幼保連携型認定こども園その他関係者と

の連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 

 

 

[ その他公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関し必要な事項 ] 

● 保護者負担について 

・ 保育料については、各市町村が条例で定める利用者負担額とすること。 

・ 児童のケガ等に備えるため、損害賠償保険に加入するとともに、保護者に対し独立行

政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度への加入を継続すること。 

・ 保育料、傷害保険料（独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制

度に係る実費負担を含む）以外の上乗せ徴収・実費徴収等の費用徴収については、三者

協議会にて協議のうえ定めること。 

 

● １号認定の定員の取扱いについて 

 ・ １号認定子どもの募集に関して、利用定員を上回る応募があることにより選考を行う 
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ときは、特別な事情がある場合を除き、登美ヶ丘中学校区の子どもを優先的に入園させ 

ること。 

 

● 損害賠償 

・ 移管先法人は本協定書の項目を履行しないために本市に損害を与えたとき又は本市に

より本協定を解除された場合において、その損害を賠償しなければならない。 

・ 移管先法人は第三者に損害をおよぼしたときは、その賠償の責めを負う。 

 

● 裁判管轄 

・ 本協定書に関する訴えの管轄裁判所は、本市の事務所の所在地を管轄する奈良地方裁 

 判所とする。 

 

● 変更及び解除 

 ・ 本市又は移管先法人が本協定の内容の変更又は解除を申し出た場合は、本市と移管先 

法人が協議して、必要に応じて本協定の変更又は解除を行うものとする。 

 

● 疑義等の決定 

・ この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、本市と移管先法人が 

協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

【別紙３】指定候補法人の選定方法及び選定基準について 

 

指定法人の選定は、市が設置する「奈良市幼保施設運営事業者選定委員会」の審査に基づ

き行います。 

第一次審査及び第二次審査の結果、第１位の候補者に選定された事業者が、資料１「募集

要項集」中、「４ 応募資格」の要件を満たさなくなったとき、又は「５ 応募制限及び失

格事項」に該当すると認められる行為をしたことが判明した場合等は、第２位の候補者に選

定された法人を選定します。また、審査の結果、該当なしとする場合もあります。 

選定方法及び選定基準は次のとおりです。状況により審査を追加する場合がありますが、

審査は非公開とします。 

 

１ 選定方法について 

（１）第一次審査（書類審査） 

  以下の項目について、書類審査を行います。 

【 ①法人の状況、②全体計画、③園の運営 】 

 ※なお、応募数が多数の場合は、第一次審査における上位者を選出し、上位者のみ現地調 

査および第二次審査についての日程を通知し、同審査を行う場合があります。 

 

（２）第二次審査（法人ヒアリング審査） 

   上記（１）の項目について、移管に向けた熱意や、子どもや保護者の視点に立った支

援が期待できるか、また、職員の資質向上についての考えや保護者の意向を踏まえた具

体的な提案等について、ヒアリング審査を行います。なお、法人が現に運営している認

定こども園等の現地調査も行います。 

よって、第二次審査には、必ず法人理事長（担当理事又は本事業の責任者でも可）と

園長予定者及び主幹保育教諭予定者や、会計担当者等の法人の代表者として責任をもっ

て対応できる方の出席をお願いします。 

 

（３）総合的な評価 

第一次審査及び第二次審査の結果の合計点が６割以上となった法人から指定法人とし

て最も的確な法人を選定します。 
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２ 選定基準について 

 

（１）第一次審査（書類審査） 

 大項目 配点 評価項目 様式 

1 法人の状況 30 

5 
①法人の概要 3-1 

②法人の運営実績 3-2 

5 ③運営施設に対する評価等の状況 3-3 

5 ④法人の基本理念、基本方針等 3-4 

5 ⑤応募動機 3-5 

10 ⑥法人の経営状況 3-6 

2 全体計画 50 

5 ①基本理念 4-1 

5 
②開園日・開園時間と特別保育事業 4-2 

③定員設定とその考え方 4-3 

10 ④職員確保と人材育成の考え方 4-4 

10 
⑤保育教諭等の配置の考え方 4-5 

⑥認定こども園長予定者等の履歴書 4-6 

5 ⑦収支予算計画書 4-7 

5 ⑧保育料以外の保護者負担 4-8 

10 ⑨施設整備計画 4-9 

3 園の運営 70 

15 ①教育・保育計画の概要 5-1 

10 ②支援を要する園児への配慮及びその保

護者への対応 

5-2 

5 ③食育及び給食提供の考え方 5-3 

5 ④安全対策・危機管理体制 5-4 

10 ⑤地域との連携等及び子育て支援 5-5 

5 ⑥保護者に対する支援 5-6 

20 ⑦市立施設からの移管に関する提案 5-7 

合  計 150 ―   
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（２）第二次審査（法人ヒアリング審査） 

 

 項目 配点 評価の視点 

1 
法人の姿勢と財務状況 

について 
20 

・応募の動機、目的に説得力があるか 

・新たな施設運営に必要な経営基盤を有してい 

るか 

2 
公私連携に対する理解と 

意欲について 
20 

・市立施設を引継ぎ、連携を続けていくことに 

高い使命感を持っているか 

・民間移管に向け円滑な取り組みが期待できるか 

3 
教育・保育の質及び実施 

体制について 
20 

・保育目標や保育内容は共感できるものである 

とともに市立の教育・保育内容を理解したも 

のか 

・人材確保、人材育成に対する明確なビジョン 

があるか 

4 
保護者の意向に対する理 

解と支援について 
20 

・移管に対する保護者の意向を踏まえた提案で 

あるか 

・保護者に対する積極的な支援が約束されてい 

るか 

5 地域等との連携について 20 

・地域や小学校との連携を継続するとともに発 

展させる意欲があるか 

・地域の未就園児とその家庭に対する子育て支 

援が約束されているか 

合  計 100  

 

【備考】 

 ・採点は、選考審査委員による個別採点方式です。 

 ・指定候補法人の選定にあたっては、第一次審査及び第二次審査の各審査委員の採点結果の 

合計点により順位付けします。 

 ・その採点結果の合計点が６割以上となった法人のみを対象とします。 
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【別紙４】法人選定及び法人選定後の主なスケジュール 

 

 内 容 日 程 

① 法人募集開始 平成３０年１１月１日（木） 

② 募集要項説明会及び現地見学・保育見

学会【事前申込制】 
平成３０年１１月２０日（火） 

③ 応募書類記入方法に係る相談会【事前

申込制】 

平成３０年１１月２１日（水）～１２月１４日

（金） 

④ 応募書類受付【予約制】 
平成３０年１２月２５日（火）～平成３１年１

月８日（火） 

 

⑤ 

第１次審査期間 

現地調査 

第２次審査期間 

 

平成３１年１月～３月 

⑥ 移管先法人の決定・公表 平成３１年３月 

⑦ 保護者説明会(市・法人共同) 平成３１年４月 

⑧ 三者協議会の設置 平成３１年５月 

⑨ 引継計画の作成 平成３１年３月～平成３１年５月 

⑩ 引継ぎ開始 平成３１年４月～ 

⑪ 施設整備工事 平成３１年度 

⑫ 共同保育開始 平成３２年１月～ 

⑬ 協定の締結 平成３２年３月 

⑭ 運営開始 平成３２年４月 
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【別紙５】奈良市立鶴舞こども園移管前の運営等に関する覚書（案） 

 

奈良市（以下、「本市」という。）と、□□法人○○（以下、「移管先法人」という。）

は、平成３２年４月１日をもって行う奈良市立鶴舞こども園（「以下、「当該こども園」と

いう。）の移管について、円滑な移管を図るため、次のとおり覚書を締結する。 

（目的） 

第１条 本覚書は、本市が移管先法人に移管する当該こども園の移管準備に関する事項を定

めることを目的とする。 

（移管に対する協調） 

第２条 本市と移管先法人は、当該こども園の移管にあたっては、園児の安定した保育を第

一に考え、協調しながら誠意をもって対応し、円滑な移管が図られるようにする。 

（移管申込内容の遵守） 

第３条 移管先法人は、当該こども園の民間移管の申し込みをした際に提出した書類に記載 

した提案内容を、移管先法人の理由によって変更することはできない。 

（三者協議会） 

第４条 移管先法人は、本市及び当該こども園保護者との間で、平成３２年３月３１日まで 

 に移管に伴う諸事項について合意形成を図らなければならない。 

２ 前項の目的を達するため、移管先法人は、本市及び当該こども園保護者代表との間で三 

者協議会を行わなければならない。 

（引継ぎ） 

第５条 当該こども園の移管に伴い、法人への円滑な引継ぎを図るため、本市の責任の下に、 

当該こども園の職員及び移管先法人が派遣する職員が、教育の内容等に関する事項を引き 

継ぐための引継ぎを行う。 

（１）引継期間 

   引継ぎの期間は平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までの期間とする。 

   なお、平成３２年１月から平成３２年３月までの３か月間は、移管先法人が派遣す 

る職員が当該こども園にて、当該こども園の職員と保育を合同で行う「共同保育」 

を実施する。また、移管後２、３か月についても本市の職員が移管後の当該こども 

園にて、「共同保育」を実施し、その後も必要に応じ、本市の職員が当該こども園 

へ訪問する「巡回保育」を実施する。 

（２）安全注意義務 

   本市と移管先法人は当該こども園の移管に伴う引継ぎについて、在園児の安全に十 

分注意をし、事故のないように配慮しなければならない。 

 （３）内容 

    引継ぎは、本市が定める引継計画に基づき、園長予定者、主幹保育教諭及び勤務 

    予定保育教諭等を当該こども園に派遣し実施することとする。 

（４）報告 
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    移管先法人は、毎月の状況について、１か月を経過するごとに、引継記録書を速 

やかに本市に提出しなければならない。 

 （５）経費 

    引継ぎにかかる経費として、本市が別途定める額を、本市から移管先法人に支出す 

るものとする。 

 （６）個人情報等の取扱い 

    移管先法人決定後、移管までに引継ぎ等で入手した個人情報及びデータの管理にあ 

たっては、奈良市個人情報保護条例の趣旨を踏まえ、適切な管理を行わなければな 

らない。 

 （７）職員 

    当該こども園園児の安定・継続した保育の引継ぎを行い、運営を行うため、当該こ 

ども園の非正規職員については、本人の希望により民間移管後も移管先法人の職員 

として引き続き雇用すること。 

（移管時における遵守事項等の確認） 

第６条 「奈良市立鶴舞こども園移管に係る諸条件」及び第４条第２項に規定する三者協議 

 会で決定した事項を移管後も確実に実施するため、本覚書に基づく引継ぎが完了したこと 

 を受けて移管先法人に移管するときに、遵守事項等を規定した「奈良市立鶴舞こども園の 

民間移管に伴う公私連携幼保連携型認定こども園設置に係る協定書」を別途締結する。 

（施設整備） 

第７条 移管先法人は、当該こども園を移管先法人が平成３２年度から運営しようとする「公 

私連携幼保連携型認定こども園」としての設置の届出が受理されるための必要な施設整備 

工事（以下、「施設整備工事」という。）を行う場合、本市に対して、施設整備工事の工 

事内容及び工期等について調整を行わなければならない。また、移管先法人は、施設整備 

工事を行う時には、当該こども園及び保護者等に対して事前に説明を行うこと。 

（償金請求権の放棄） 

第８条 移管先法人は、施設整備工事にかかる補助金を除く工事費及びその他の経費があっ 

ても、これを本市に請求しない。 

（実地調査等） 

第９条 本市は、施設整備工事について随時その状況を実地に調査し、移管先法人に対して 

必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、移管先法人は、そ 

の調査を拒み、妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（原状回復義務） 

第１０条 移管先法人は、第１１条により覚書の解除をした場合は、本市の指定する期日ま 

でに、本市が承認する場合を除き、施設整備工事を行った部分について原状回復をしなけ 

ればならない。 

２ 移管先法人が前項の義務を怠り又は履行しないときは、本市が代わってこれを施工し、 

その費用を移管先法人に求償することができる。 
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３ 前項の場合において、移管先法人が損害を受けることがあっても、本市は、その補償の 

責任を負わない。 

（覚書の解除） 

第１１条 本市は、移管先法人が次の各号のいずれかに該当した場合、この覚書を解除する 

ことができる。 

 （１） 引継期間において、円滑な移管が困難と判断され、かつ改善の余地がないと見 

込まれた場合。 

 （２） 移管先法人がこの覚書に違反した場合。 

 （３） 正当な理由なく移管先法人が第４条に規定する合意形成を拒んだ場合。 

（損害賠償） 

第１２条 移管先法人は、本覚書の項目を履行しないために本市に損害を与えたとき又は前 

条の規定により本覚書を解除された場合において、その損害を弁償しなければならない。 

２ 移管先法人は、施設整備工事において、本市に損害があるときは、本市は、移管先法人 

に対し賠償を請求することができる。 

３ 移管先法人は、施設整備工事において、第三者に損害をおよぼしたときは、その賠償の 

責めを負う。 

（信義誠実の原則） 

第１３条 本市及び移管先法人は、本覚書の履行に際しては、信義誠実の原則に基づいて履 

行するものとする。 

（疑義等の決定） 

第１４条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に疑義が生じたときは、本市と移管先法 

人が協議して定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第１５条 本覚書に関する訴えの管轄裁判所は、本市の事務所の所在地を管轄する奈良地方 

 裁判所とする。 

 

本覚書の締結を証するため、この覚書２通を作成し、それぞれに本市と移管先法人が記名

押印して各自その１通を保有する。 

 

平成○○年○月○日 

  奈良市二条大路南一丁目１番１号 

                       奈良市 

                       奈良市長   

 

  ○○市○○町○番○号 

                       □□法人 ○○ 

                       理事長  ○○ ○○ 
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【別紙６】引継ぎの概要について 

 

※引継ぎの実施にあたっては、指定法人選定後に奈良市との間で締結する別紙５「奈良市立

鶴舞こども園移管前の運営等に関する覚書（案）」のほか、本市が別途提示する引継計画に

基づき実施してください。 

 

１ 引継従事者について 

 ・ 園長予定者及び主幹（副園長）予定者のほか、平成３２年度に４歳児クラスと５歳児

クラスを担当する保育教諭予定者とします。 

 ・ 移管前の引継ぎに参加した職員は、移管後も継続して当該公私連携幼保連携型認定こ

ども園に勤務し、職務に従事してください。仮に、勤務を継続できない事情が生じた場

合は、事前に三者協議会に報告する等、保護者の理解を得てください。 

 ・ 引継ぎに必要な人員は、法人において確保してください。 

 

２ 引継ぎ実施予定時期について 

 ・ 平成３１年４月から平成３２年３月まで 

 ・ 園長予定者及び主幹（副園長）予定者については、移管の１年前から月４回程度、施

設運営全般や園行事への参加、地域との交流等について引継ぎを行っていただきます。 

 ・ 保育教諭予定者については、引継期間の前半では、行事への参加やクラス運営の様子

の観察を中心として引継ぎを行っていただきます。また、移管の３か月前からは現在の

奈良市立鶴舞こども園で勤務する保育教諭との「共同保育」を開始し、平成３２年度に

担当する園児が在籍するクラスの保育補助を行いながら、引継ぎを行っていただきます。 

・ 平成３２年の民間移管後についても２、３か月を目途に、奈良市の職員が移管後の園

に常駐して「共同保育」を実施し、その後も奈良市の職員が必要に応じ移管後の園へ訪

問する「巡回保育」を実施することとし、移管後の保育の様子の観察や引継ぎ等を行っ

ていただきます。 

 

３ 引継ぎ実施に係る経費について 

 ・ 引継ぎの実施に係る経費については、その一部を奈良市が定める範囲で負担する予定

です。 

・ 引継ぎ等の移管準備に関する経費の執行にあたっては、市議会において予算の議決が

必要となります。そのため、仮に予算が承認されなかった場合には、奈良市が経費の負

担内容を変更する場合があります。 
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【別紙７】三者協議会の設置について 

 

１ 設置の目的 

市立鶴舞こども園の民間移管に際して、保護者の意見を可能な限り反映し、園児への保

育環境の変化に配慮しながら、新しいこども園をともに築き上げていくことを目的として、

移管後の運営に関する諸事項について、在園児保護者代表・指定候補法人・奈良市の三者

で協議し、合意形成を図ります。また、移管後も一定期間三者協議会を開催することによ

り、移管条件の履行状況や保育内容の継続性等、様々な事項について確認を行うこととし

ます。 

 

２ 構成 

  三者協議会は、保護者代表（在園児の保護者を代表する者）、指定候補法人（理事長等

の法人役員及び園長予定者）、奈良市で構成します。 

 ※協議事項によっては、小学校関係者や地域代表者の方々に参加し、協議いただく場合も

あります。 

 

３ 協議事項等 

  移管後の運営に関する諸事項について協議します。なお、この三者協議会での協議のう

え合意した事項については、三者は遵守するものとします。 

（主な協議事項） 

   行事を含む保育内容、食事の提供、市が決定する保育料以外の保護者負担 等 

 

４ 設置時期及び設置期間 

  三者協議会は、鶴舞こども園の指定候補法人の選定後に設置することとします。設置期

間は、原則として移管年から６年間としますが、設置期間終了後においても、三者のいず

れか一者から要請があれば、三者協議会を開催できることとします。 

 

５ 開催場所 

  原則として鶴舞こども園とします。 

 

６ 主催 

移管前は奈良市が主催し、移管後は指定候補法人が主催することとします。 
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【別紙８】施設整備に係る基本事項について 

 

１ 市立鶴舞こども園の概況について 

（１）所在地 

 

所在地 奈良市鶴舞東町 2-1 

地積 ４，７２５㎡ 

地目 学校用地 

既存建物構造 鉄筋コンクリート造 ２階建 

建物面積 ７５６．４８㎡ 

都市計画 市街化区域 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 

建ぺい率 ６０％ 

容積率 ２００％ 

 

 

（２）既存園舎 

 

 

[アクセス] 

 近鉄奈良線 学園前駅下車 北口より徒歩１６分 

 奈良交通バス 学園前駅北口から乗車 「鶴舞町六丁目」バス停下車徒歩５分 

 

位置図 
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保育室

55.725㎡

保育室

55.725㎡

保育室

55.725㎡

保育室

55.725㎡

リズム室

117.75㎡

配膳

 

 

園舎図 

園内位置図 
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２ 施設整備エリアについて 

 

 工事車両の動線については、下図に示す想定工事動線を基本に在園児の安全を第一に考え、

施設整備を行ってください。また、在園児への保育の配慮や工事の内容、安全対策、下記に

示す工事動線以外で工事動線を確保する場合等には事前に市と協議するとともに、三者協議

会にて説明を行ったうえで施設整備を行ってください。 

UR開発区域

UR開発区域

UR開発

区域

園門

南門

正門

小学校南門

奈良市立鶴舞小学校

奈良市立鶴舞

こども園

想定工事動線

現園児送迎動線

 

 

    

                     

※ 想定の工事動線の道路については、平成２９年度に URによる工事が終了し、平成３０年

１０月より共用が開始されます。詳しくは３．施設整備にあたっての留意事項について（５）

ＵＲ都市機構との協議等、及び４．UR 都市機構による建替事業についてをご覧ください。 
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３ 施設整備にあたっての留意事項について 

 

（１）地域 

・ 施設整備にあたっては、騒音や周辺道路の交通量等の環境面に配慮した施行計画

を立てるとともに、近隣住民への説明等、法人の責任において誠意をもって対応す

ること。 

 

（２）鶴舞小学校との協議等 

・ 鶴舞こども園は鶴舞小学校と隣接し、当該園児だけでなく小学校児童も多く通学

しており、学校活動への配慮や児童の安全対策が必要となることから、工事車両の

出入り等あらかじめ鶴舞小学校と十分協議のうえ、施設整備を実施すること。 

 

（３）市との協議等 

・ 実施設計、工事内容、工事スケジュール、安全対策等あらかじめ市と協議し、市

から指導があった際には、これに従うこと。 

・ なお、工事内容、工事スケジュール、安全対策については、三者協議会により在

園児保護者にも説明を行ったうえで施設整備を実施すること。 

 

（４）関係法令の遵守 

・ 施設整備にあたっては、建築基準法をはじめとする関係法令等を遵守すること。 

 

（５）ＵＲ都市機構との協議等 

  ・ 現在、鶴舞こども園周辺では、ＵＲ都市機構による大規模な建替事業が行われてお 

り、今後１０年程度は開発を行っている予定であるため、施設整備を行うにあたって 

は、４．ＵＲ都市機構による建替事業についてを参照するとともに、以下の事項に留 

意しながら行うこと。 

① 鶴舞こども園南門付近で工事を行う場合は、ＵＲ都市機構と設計調整を行うこと。 

② 周辺の交通渋滞に配慮し、工事車両については、１００台／日と定められている 

ため、移管先法人、ＵＲ都市機構、開発事業関係事業者で事前に協議すること。 

   ③ 鶴舞小学校南側から南下する市道はＵＲにて、道路拡幅工事を車線規制を行い実 

    施する予定であるため、注意すること。（Ｐ.３３図の斜線部） 

 

（６）その他 

  ・ 現在、鶴舞こども園には、職員・園児送迎用の駐車場がないため、法人により確保 

   または整備すること。 

  ・ 園児送迎用の駐輪場については、敷地内に整備すること。 
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４ ＵＲ都市機構による建替事業について 

 下図及び下記に示すホームページから当建替事業の計画を理解するとともに、施設整備の

際の参考としてください。 

 なお、当建替事業のスケジュール等については状況により変更となることがあります。 

 

Ⅰ期街区

（事業完了）

Ⅱ期後工区①

（平成30年度以

降土地譲渡予定）

Ⅱ期後工区②

（平成30年度以

降土地譲渡予定）

Ⅱ期後工区③

（平成30年度

以降土地賃貸予
定）

Ⅲ期先工区

（平成30年秋賃

貸入居予定）

Ⅲ期後工区

（平成32年度以

降土地譲渡予定）

Ⅱ期先工区

（平成26年10

月賃貸入居）

区画道路1、2、3に

ついては、平成30年

秋以降に共用予定

区間道路1、2、3について

は、平成30年10月に共用

開始（※ただし、区間道路3
の鶴舞小学校南側の道路に

ついては、平成33年以降の

共用開始予定）
擁壁解体工事

（平成31年

2月以降）

 

奈良市地区計画「鶴舞東町地区地区計画」 

http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1332467167592/files/tikukeikaku35.pdf 



34 

 

５ 施設整備に関する補助について 

 

※以下の補助内容は、平成３０年度の国から示されている内容であり、平成３１年度以降の

内容は、国や奈良県の方針や本市の財政事情等により、変更が生じる場合がありますので、

ご留意ください。 

 

（１）保育所機能部分について 

①補助制度 

保育所等整備交付金 

 

②補助対象経費 

  施設の整備に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費（工事施工のため直接必要な

事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料

等をいい、その額は工事費又は工事請負費の２.６％に相当する額を限度額とします。）

並びに実施設計に要する経費。 

  なお、次に掲げる費用については対象外とします。 

  ・ 土地の買収又は整地に関する費用 

  ・ 職員の宿舎に要する費用 

  ・ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

③補助基準額 

  補助基準額 ＝ 本体工事費 ＋ 設計料加算 ＋ 開設準備加算 

 

④補助率 

  補助金交付額は、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と②の補助対象経   

 費を比較して少ない方の額に国の負担率（平成３０年度：２分の１）を乗じた額と③の 

補助基準額とを比較していずれか少ない方の額を補助基本額（千円未満の端数がある場 

合は、これを切り捨てた額）とし、補助基本額に本市の負担率４分の１（平成３０年度） 

を乗じて得た額をこれに加算して得た額（千円未満の端数がある場合は、これを切り捨 

てた額）とします。 

 ただし、実際の補助金交付額は、市の予算の範囲内において、国の交付決定額に基づ 

  いた金額が交付されることになります。 

 

⑤補助金の交付時期 

  補助金は、施設整備工事が終了後、実績報告等の所定の手続きが終了した後に交付し 

ます。 
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⑥その他 

  ・工事業者は奈良市入札参加資格業者より入札で決定する必要があります。 

  ・実施設計、工事契約は、補助金の交付決定後になります。 

  ・幼保連携型認定こども園を廃止した場合や備品を処分した場合は、運営した期間に応 

じて補助金の返還が生じることがあります。 

 

 

（２）幼稚園機能部分について 

①補助制度 

認定こども園施設整備交付金 

 

②補助対象経費 

  施設の整備に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費（工事施工のため直接必要な

事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料

等をいい、その額は工事費又は工事請負費の２.６％に相当する額を限度額とします。）

並びに実施設計に要する経費。 

  なお、次に掲げる費用については対象外とします。 

  ・ 土地の買収又は整地に関する費用 

  ・ 職員の宿舎に要する費用 

  ・ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

③補助基準額 

  補助基準額 ＝ 本体工事費 ＋ 設計料加算 

 

④補助率 

  補助金交付額は、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と②の補助対象経   

 費を比較して少ない方の額に国の負担率（平成３０年度：２分の１）を乗じた額と③の 

補助基準額とを比較していずれか少ない方の額を補助基本額（千円未満の端数がある場 

合は、これを切り捨てた額）とし、補助基本額に本市の負担率４分の１（平成３０年度） 

を乗じて得た額をこれに加算して得た額（千円未満の端数がある場合は、これを切り捨 

てた額）とします。 

 ただし、実際の補助金交付額は、市の予算の範囲内において、国の交付決定額に基づ 

  いた金額が交付されることになります。 

 

⑤補助金の交付時期 

  補助金は、施設整備工事が終了後、実績報告等の所定の手続きが終了した後に交付し 

ます。 



36 

 

⑥その他 

  ・ 工事業者は奈良市入札参加資格業者より入札で決定する必要があります。 

  ・ 実施設計、工事契約は、補助金の交付決定後になります。 

  ・ 幼保連携型認定こども園を廃止した場合や備品を処分した場合は、運営した期間に 

   応じて補助金の返還が生じることがあります。 
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【別紙９】土地の貸付契約に係る主な契約内容について（案） 

 

奈良市（以下「貸主」という。）と□□法人○○（以下「借主」という。）とは、末尾記載

の土地（以下「貸付物件」という。）について、借地借家法（以下「法」という。）第２３条

第２項に定める事業用定期借地権設定に関し、次のとおり契約を締結する。 

 

（無償貸付） 

第１条 貸主は、その所有にかかる貸付物件を借主に無償で貸付けるものとする。 

（貸付期間） 

第２条 貸付期間は、平成３２年４月１日から平成５２年３月３１日までの満２０年間とす 

る。 

２ 貸主は、本契約の契約期間満了と同時に、改めて本件土地を貸付する場合には、借主を

優先するものとし、貸主と別途協議の上、借地権を再設定することができる。 

（用途指定） 

第３条 借主は、貸付物件を幼保連携型認定こども園用地としてのみ使用し、他の用途に使

用してはならない。ただし、貸主が他の用途として使用しても支障がないと認めた場合は

この限りではない。 

（貸付物件の引渡し） 

第４条 貸主は、本契約締結の日をもって、借主に貸付物件を引渡したものとする。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第５条 借主は、貸主の承認を得ないで貸付物件の使用権を第三者に譲渡、または転貸して

はならない。 

（保管義務） 

第６条 借主は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって、維持管理しなければならない。 

２ 借主は、貸付物件の現状を変更しようとするときは、あらかじめ書面をもって貸主の承

認を得なければならない。 

（経費の負担） 

第７条 貸付物件について維持管理、その他の行為をするため支出する経費は、すべて借主

の負担とする。 

（実地調査） 

第８条 貸主は、必要があると認めるときは、貸主の指定する職員をして借主に対し、その

状況に関して質問し、または貸付物件を調査させることができるものとする。この場合、

借主は、その調査を拒み、または妨げてはならない。 

（契約の解除） 

第９条 貸主は、借主が本契約に定める各条項を履行しないとき、または、公私連携法人の

指定を取り消した場合は、本契約を解除することができるものとする。 
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（貸付物件の返還） 

第１０条 借主は、貸付物件を返還するとき、または貸主が前条の規定により本契約を解除

したときは、貸主と協議のうえ、貸主の指定する期日までに貸付物件を更地化して貸主に

返還しなければならない。ただし、貸主がその必要がないと認めた場合はこの限りではな

い。 

（買取請求権の放棄） 

第１１条 借主は、貸付物件を返還するとき、または貸主が第９条の規定により本契約を解

除した場合においては、法第１３条の規定にかかわらず、貸付物件に投じた有益費及び必

要費があっても、これを貸主に請求することはできない。 

（疑義の決定等） 

第１２条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じた場合は、法令の定めるも

ののほか、貸主と借主が協議のうえ定めるものとする。 

（管轄裁判所） 

第１３条 本契約に係る紛争に関する訴訟は、貸主の所在地を管轄区域とする奈良地方裁判

所とする。 

 

 この契約を証するため、本書２通を作成し、貸主と借主が記名押印の上、各１通を保有す

る。 

 

  平成○○年○月○日 

 

  奈良市二条大路南一丁目１番１号 

                 奈良市 

                 奈良市長   

 

 

  ○○市○○町○番○号 

                 □□法人 ○○ 

                 理事長  ○○ ○○ 

 

 貸付物件の表示 

所 在 奈良市鶴舞東町２－１ 

地 番 ○○ 

地 目 学校用地 

地 積 ○○ 
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【別紙１０】建物等譲渡に係る主な契約内容について（案） 

 

 譲与人奈良市（以下「譲与人」という。）と譲受人□□法人○○（以下「譲受人」という。）

とは、次の条項により建物等の譲与契約を締結する。 

 

（譲与物件） 

第１条 譲与人は、次の表に記載の建物（工作物及び備品を含む。以下「譲与建物」という。）

を譲受人に譲与するものとする。 

 

所 在 地 奈良市鶴舞東町２－１ 

建物構造  鉄筋コンクリート２階建 他 

建築面積  ４７８．７５㎡（園舎） 

延床面積  ７５６．４８㎡（園舎） 

工 作 物 ○○他 

備 品 ○○他 

 

（譲渡日） 

第２条 本件物件の譲渡日は、平成３２年４月１日とする。 

（所有権の移転） 

第３条 譲与建物の所有権は、前条の譲渡日に譲与人から譲受人に移転するものとする。 

（用途指定） 

第４条 譲受人は、譲渡物件を幼保連携型認定こども園としてのみ使用し、他の用途に使用

してはならない。ただし、譲与人が他の用途として使用しても支障がないと認めた場合は

この限りではない。 

（建物の取り壊し） 

第５条 譲受人は、本件建物を取り壊そうとするときは、あらかじめ譲与人と協議するとと

もに、書面をもって譲与人に届け出なければならない。 

（かし担保等） 

第６条 譲受人は、本契約締結後、本件建物に隠れた瑕疵のあることを発見しても、損害賠 

償の請求又は契約の解除をすることができない。 

（譲渡等の禁止） 

第７条 譲受人は、本件建物を第三者に譲渡してはならない。 

（相隣関係への配慮） 

第８条 譲受人は、本件建物の引き渡し後においては、十分な注意をもって本件建物を管理 

し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないように留意するものとする。 
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（疑義の決定等） 

第９条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じた場合は、法令の定めるもの

のほか、譲与人と譲受人が協議のうえ定めるものとする。 

（管轄裁判所） 

第１０条 本契約に係る紛争に関する訴訟は、譲与人の所在地を管轄区域とする奈良地方裁

判所とする。 

 

 

 

この契約を証するため、本書２通を作成し、譲与人と譲受人が記名押印の上、各１通を保有

する。 

 

 

  平成○○年○月○日 

 

  奈良市二条大路南一丁目１番１号 

                 奈良市 

                 奈良市長   

 

 

  ○○市○○町○番○号 

                 □□法人 ○○ 

                 理事長  ○○ ○○ 

 

 

 


